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■講座のポイント
当協会では依然より国⼟交通省の「無⼈航空機⾶⾏許可・承認書」の取得を推奨

しております。
しかし、中には許可承認書を取得しないままドローンを⾶⾏させている⽅や、取得

はしているがその許可承認の範囲を超える⾶⾏を⾏っている⽅も⾒うけられます。
こういった現状を踏まえまして、会員様に正しくドローンの⾶⾏許可承認書を

取得して頂くため、「許可承認申請書作成講座」を開催することに致しました。
講座ではドローンの許可承認申請書作成専⾨の⾏政書⼠の指導の下、講座の時間

内に「⼀定の条件」の申請書を作り上げ、そのまま申請して頂ける内容となってお
ります。

■講座概要
講義時間： １３：３０から１５：００ごろまで
作成申請書： ⼤阪航空局向け申請書
申請条件： ①メーカー：ＤＪＩ社、３DR社製ドローン

航空局指定「資料の⼀部を省略することができる無⼈航空機」であること
②機体数量：２機まで（シリアル番号必要）
③申請⼈数：３名まで
④許可承認：「⼈⼜は家屋の密集している地域の上空」

「⼈⼜は物件から３０ｍ以上の距離が確保できない⾶⾏
「⽬視外⾶⾏」

受講料：１５，０００円（税別）
開講定員：２〜６名（開催前⽇前まで予約要）
必要なもの：ノートパソコン・申請機体のシリアル番号・各申請者の住所、⽒名

申請責任者の⽒名・加⼊保険の名称

※「夜間⾶⾏」の承認申請、４名以上の⾶⾏（１⼈当たり）
機体３機以上（１機あたり）の申請、いずれも＋２０００円（税別）がかかります。




